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主な予定を掲載しています

＠teshikaga_town

●防災・生活に役立つ情報をお届けします！

▶町公式ツイッターURL
　https://twitter.com/teshikaga_town

町公式
ツイッター

QRコード

■問い合わせ先／ 健康こども課☎482-2935 環境生活課☎482-2934 税務課☎482-2914 川湯保育園☎483-2537 子育て支援センター「ひなたぼっこ」☎482-5667
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■問い合わせ先／ 健康こども課☎482-2935 環境生活課☎482-2934 税務課☎482-2914 川湯保育園☎483-2537 子育て支援センター「ひなたぼっこ」☎482-5667

 おはなしはらっぱ
（図書館・13:00 ～）

 木育週間（林業多
目 的 セ ン タ ー・
9:30 ～15:00）
 ひなたぼっこ開放

「午前０～１歳・午
後年齢制限なし｣

（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）
 健 康相談（役 場・
10:00～16:00）
 母子手帳交付（役
場・10:00～16:00）

 木育週間（林業多
目 的 セ ン タ ー・
９:30 ～15:00）
 ひなたぼっこ開放

「午前１～３歳・午
後年齢制限なし（子
育て支援センター・
９ :30 ～ 11:30 ／
14:00 ～16:30
 ９・10カ月児相談

（福 祉センター・
10:00～）

 木育週間（林業多
目 的 セ ン タ ー・
９:30～15:00）
 こども園・保育園開
放「遊んＤａｙ」（子
ども園ましゅう／
川湯保育園・10:00
～）
 ひなたぼっこ移動
開放（川湯ふるさと
館・９:30～11:30）
 ひなたぼっこ開放

（子育て支援セン
ター・14:00～16:30）
どちらも年齢制限
なし
 べビーマッサージ
教室（子育て支援
センター・13:00～）

 木育週間（林業多
目 的 セ ン タ ー・
９:30 ～15:00）
 ひなたぼっこ開放

「年齢 制限なし」
（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）

 木育週間（林業多
目 的 セ ン タ ー・
９:30 ～12:00）
 ひなたぼっこ開放

「年齢 制限なし」
（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）

 おはなしはらっぱ
（図書館・13:00 ～）

 ひなたぼっこ開放
「午前１～３歳・午
後年齢制限なし｣

（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30

こども園・保育園開
放「遊んＤａｙ」（子ど
も園ましゅう／川湯
保育園・10:00～）
 ひなたぼっこ移動
開放（川湯ふるさと
館・９:30～11:30）
 ひなたぼっこ開放

「年齢制限なし｣（子
育て支援センター・
14:00～16:30）
 べビーマッサージ
教室（子育て支援
センター・13:00～）

 親子遊び「文化セ
ンターで遊ぼう」

（10:00～11:30）【要
事前申込み】午後
開放なし

 ひなたぼっこ開放
「年齢 制限なし」
（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）

 きっちん「みちく
さ」（福祉センター
10:00 ～）
 おはなしはらっぱ

（図書館・13:30 ～）

 ひなたぼっこ開放
「 午 前０～１歳・
午 後年齢 制限な
し｣（ 子育 て 支 援
センター・９:30
～ 11:30 ／ 14:00
～ 16:30）
 健 康相談（役 場・
10:00～16:00）
 母子手帳交付（役
場・10:00～16:00）

 ひなたぼっこ開放
「午前１～３歳・午
後年齢制限なし｣

（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30

 こども園・保育園
開放「遊んＤａｙ」

（子ども園ましゅ
う／川湯保育園・
10:00～）
 乳児・１歳児半・
３歳児・年中児健
診（福祉センター・
９:00～）
 フッ素塗布（福祉
センター・９:30
～９:50）

 「ママのリフレッ
シ ュ・ デ ー ① 」

（９:30～11:30）【要
事前申込】
 ひなたぼっこ開放

「年齢制限なし｣（子
育て支援センター・
14:00 ～16:30）
 行政相談（川湯消
防 会 館・10:00 ～
12:00 ／屈斜路研
修センター・13:00
～15:00）

 ひなたぼっこ開放
「年齢 制限なし」
（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）

 ぬいぐるみおとま
り会・おはなしは
らっぱ（ 図 書 館・
13:30 ～）

 「ママのリフレッ
シ ュ・ デ ー ② 」

（９:30～11:30）【要
事前申込】
 ひなたぼっこ開放

「年齢 制限なし｣
（子育て支援セン
タ ー・14:00 ～
16:30）

 こども園・保育園
開放「遊んＤａｙ」

（子ども園ましゅ
う／川湯保育園・
10:00～）
ひなたぼっこ開放

「年齢制限なし」（子
育て支援センター・
９ :30 ～ 11:30 ／
14:00 ～16:30）
 べビーマッサージ
教室（子育て支援
センター・13:00～）

 母親講座「救命講
習」（弟子屈消防
署・10:00 ～11:30）

【要事前申込】
 ひなたぼっこ開放

「年齢 制限なし｣
（子育て支援セン
タ ー・14:00 ～
16:30）

 ひなたぼっこ開放
「年齢 制限なし」
（子育て支援セン
タ ー・ ９ :30 ～
11:30 ／ 14:00 ～
16:30）

 おはなしはらっぱ
（図書館・13:00 ～）

 ひなたぼっこ開放「午
前０～１歳・午後年齢
制限なし｣（子育て支
援センター・９:30～
11:30／14:00～16:30）
 健康相談（役場・10：
00～16：00）
 母子手帳交付（役場・
10：00～16：00）
 ひなたぼっこ開放「午
前０～１歳・午後年齢
制限なし｣（子育て支
援センター・９:30～
11:30／14:00～16:30）
 健康相談（役場・10：
00～16：00）
 母子手帳交付（役場・
10：00～16：00）
 町税など納期限

10月の町税などの納期限

❑ 問い合わせ先／役場税務課 ☎４８２‐２９１４（課直通）まで。

　今月の町税などの納期限は次のとおりです。
納め忘れのないようにしましょう。
▶町・道民税３期� 1₀月31日㈪
▶国民健康保険税５期� 1₀月31日㈪
▶後期高齢者医療保険料５期� 1₀月31日㈪
▶介護保険料３期� 1₀月31日㈪

スポーツの日

２₃ 広報てしかが 2₀22．1₀

夜間通行止め期間 　₁₀月₁₇日㈪～₁₉日㈬
夜間通行止め時間 　₂₀時～翌朝６時 10月20日㈭～21日㈮

※ 規制予定期間は、工事の進行や悪天候な
どにより変更になる場合もあります。

※ 延期、変更となった場合は、改めてホーム
ページなどでお知らせします。

 国道241号　　　　　　　のお知らせ夜間通行止め

国道241号の橋の補修工事の
ため、夜間通行止めを行います。
工事期間中は、皆さんにたいへ
んご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ先 TEL 015-482-2327国 土 交 通 省
釧路開発建設部

北 海 道 開 発 局
弟子屈道路事務所

釧路開発建設部ホームページ　https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/

火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番火事と救急は１１９番
弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署弟子屈消防署・川湯支署
火事と救急は１１９番
弟子屈消防署・川湯支署

E‐mail teshikaga.fire.119@bird.ocn.ne.jp
kawayufd@smile.ocn.ne.jp

火　災 ３件
救　急 304件
（川湯支署含む）

☎４８２‐２０７３　☎４８３‐２２１６

９月９日までの災害状況

運動期間／10月15日㈯～31日㈪　～全国統一防火標語～

お出かけは  マスク戸締り  火の用心

令和４年　秋の火災予防運動

「お出かけはマスク戸締り火の用心」を防火標語に、1₀月15日㈯～31日㈪までの間、全道一斉に秋の火災予防運
動が実施されます。火災は、ちょっとした不注意や油断で発生することが多く、大切な命や財産を一瞬で失ってし
まいます。この運動を機会に町民の方一人
ひとりが防火意識を高め、火災のない町づ
くりを目指しましょう。また、火災発生を
未然に防ぐための４つの習慣をご確認く
ださい！

暖房器具は使い始める前に点検を実施
しましょう！
火災や事故の危険性に加
え、暖房効率が低下するこ
とがあります。

予�備�日�

２２広報てしかが 2₀22．1₀


